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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
国
内
に
お
い
て
一
般
旅
券
の
発
給
等
の
申
請
を
す
る
者
に
係
る
国
分
の
手
数
料
に
つ
い
て
、
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
処
分

に
要
す
る
費
用
の
総
額
を
国
に
納
付
す
る
こ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
手
数
料
の
総
額
を
も
っ
て
賄
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
各

 

処
分
に
要
す
る
実
費
及
び
各
処
分
の
性
質
を
勘
案
し
て
そ
の
具
体
的
な
額
を
政
令
で
定
め
る
。

二
、
未
交
付
の
ま
ま
失
効
し
た
一
般
旅
券
の
発
給
に
係
る
申
請
を
し
た
者
が
失
効
後
五
年
以
内
に
最
初
に
一
般
旅
券
の
発
給
の

 

申
請
を
し
た
と
き
の
手
数
料
を
、
当
該
申
請
に
係
る
手
数
料
の
二
倍
の
額
と
す
る
。

三
、
国
外
に
お
い
て
一
般
旅
券
の
発
給
等
の
申
請
を
す
る
者
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。 

四
、
有
効
期
間
五
年
の
一
般
旅
券
の
発
給
対
象
者
か
ら
十
八
歳
以
上
の
者
を
除
外
し
、
こ
れ
を
十
八
歳
未
満
の
者
の
み
と
す

る
。
ま
た
、
十
八
歳
未
満
の
者
が
、
現
に
所
持
す
る
一
般
旅
券
の
残
存
有
効
期
間
及
び
種
類
が
同
一
の
一
般
旅
券
の
発
給
の

 

申
請
を
す
る
制
度
を
廃
止
す
る
。

五
、
公
用
旅
券
の
発
給
の
請
求
に
当
た
り
戸
籍
謄
本
の
提
出
を
求
め
る
発
給
対
象
者
に
つ
い
て
、
使
用
人
に
限
り
提
出
さ
せ
て



二

い
た
も
の
を
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
発
給
対
象
者
の
身
分
上
の
事
実
を
確
認
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
に
こ
れ
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。 

六
、
こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


